
愛の贈り物「ありがとうございました」  
                                     順不同敬称略         【令和2年10月16日～令和2年11月15日】 

◆ふれあい基金 

福祉バス内募金箱    ８５，４３０円 

◆香典返し     

－寄附者―     ―故人―     ―住所― 

田畑 広美    田畑 ハナエ   金田昭和町 

本山 佳宏    加治 智子    金田東金田 

熊谷 修二    熊谷 光子    上野上小路 

仲島 勝則    水上 芳子    金田東金田 

石橋 三知恵   石橋 勝憲    伊方長浦 

中原 和義    中原 スミエ   上野薬王寺 

早川 まさみ   早川 和文    赤池伏原 

伊野 直登    伊野 久登    伊方後谷 

中山 重男    中山 ツヤ子   弁城浄万寺 

香月 隆司    香月 美津子   弁城迫 

花石 綾     花石 正春    伊方新門 

匿  名      2   件 

          以上13件     ２９０,０００円 

謹んで故人のご冥福をお祈りいたしますとともに、 

ご遺族のご芳志に深く感謝申し上げます。 

 

福智町社会福祉協議会では、地域福祉活動計画の推進を皆様と共に行い、見守りネットワークの構築

や安心・安全な地域づくり、人材育成等、地域支え合い体制づくりを進めています。また、ボラン

ティア事業、きずなだよりの発行をおこなっています。これらの事業は、皆様からの賛助会費によっ

て支えられています。どうぞご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 

   賛助会費 １口 １，０００円        

 

令和２年度「賛助会員」のご加入について 

◆一般寄附 

安武 憲明          10,000円 

デイサービス生力ユーカリ園 2,000円 

匿   名                   850円 

以上  3件            12,850円  

◆物品寄附（フードバンク） 

八隅 太郎          そうめん 

桑野 純江         米、調味料 

福智町社会福祉協議会 総務課 電話  22-6631 

 

社協だより「きずな」 
発行：福智町社会福祉協議会 

令和２年12月号 

Ｎｏ．１６6 

◆賛助会費 

八隅 太郎   10口     10,000円         
 

心配ごと相談では近隣とのトラブル、結婚・離婚 

問題、借金問題などさまざまな相談に応じていま

す。相談料は無料、秘密は厳守いたしますのでご 

相談にお越しください。 

※司法書士による特別相談は、予約制になりますので、  

 希望される方は４日前までに社協窓口または電話にて 

 お申し込みください。  総務課 電話  22-6631 

※新型コロナ感染拡大防止のため、状況によっては時 

 間の短縮または中止になる場合があります。 

開催日：時間 開催場所 

１２月３日（木） 

１０時～１５時 
人権のまちづくり館 

１２月１０日（木） 

１０時～１５時 

福智町公民館 

方城分館 

１２月１９日（土） 

１０時～１５時 

金田社会福祉センター 

※司法書士による特別相談 

 ― 12 月 ― 

※１２時～１３時までは昼食休憩といたします。 

※ご利用の際は必ずマスクの着用をお願いします。 

心配ごと相談スケジュールについて 



もったいないを笑顔につなげる活動です 

フードバンクとは、企業や家庭などから食べきれずに捨てられてしまう食品の寄付を受け、食べ物に

困っている方などに無償で提供する活動のことです。福智町社会福祉協議会では皆さまからの寄付を

受け付けております。ご協力よろしくお願いいたします。 

お持ちいただきたい食品（１品でもかまいません） 

常温で保存ができる食品で、賞味期限が６か月以上のもの 

●米 ●インスタント・レトルト食品 ●缶詰 ●乾物  

●菓子類 ●飲料 ●食用油 ●調味料 ●粉ミルク 

※紙おむつ（0歳～3歳児用）も寄付をお待ちしております。  
 

受け取りができないもの ●開封した食品 ●酒類 ●冷凍、冷蔵品  ●生鮮食品 

寄付品は福智町社会福祉協議会まで

お持ちください。ただし来所できな

い方はご連絡ください。 

    食材等の提供 

生活困窮者等に提供いただい

た食材等をお渡しします。 

フードファミリー制度の流れ 

フードファミリー登録 

食材提供していただける方の

事前登録 

フードファミリーに提供依頼 

登録していただいた方に食材等

の提供を依頼します。 

     確認・記録 

提供していただいた食材等を 

確認し記録します。 

問い合わせ・お申し込み先  福智町社会福祉協議会 総務課   22-6631 

フードファミリーとは、食材等を提供していただける地域住民のことで、事前に福智町社会福祉協

議会に登録していただき、生活困窮者等の事例が発生した場合にご連絡を差し上げ、提供していた

だける食材等を即時に生活困窮者等に提供するシステムのことです。フードファミリー制度により生

活困窮者等の必要な人に必要なものをダイレクトに提供できるようになります。 

提供していただける食材等・・・依頼日よりおおむね賞味期限が1週間程度あるものです。 

               食材以外のものは、状況に応じて事務局から商品を指定 

               し、対応いただける方に提供していただきます。 

 食材提供の依頼・・・必要時に登録会員へお知らせして提供の依頼を行います。 

          依頼を受けても必ず食材等を提供しなくてはいけないわけではあ 

          りません。その時点で提供できる商品がある場合のみで結構です。 

フードファミリーへの登録は、福智町社会福祉協議会の窓口、またはホームページ（https://

www.wel-fukuchi.net/）でも登録用紙をダウンロードできます。皆さまからのご協力をよろしくお

願い致します。 

登録者 
募集 

生活困窮者等

の事例の発生 


